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 水 振 第 6 6 5 号  
令和８年２月 26 日  
(水産振興課扱い)  

 
 
 
 奄美大島海区漁業調整委員会会長 様 
 
 
 
                                 鹿児島県知事 
 
 
 

鹿児島県資源管理方針の変更について（諮問） 
 
 このことについて，鹿児島県資源管理方針を変更したいので，漁業法第 14 条第４項及び

同条第 10 項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。 
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鹿児島県資源管理方針の変更について 

 

１ 概要  

（1）知事管理漁獲可能量の柔軟な運用に向けて，記載の変更を行うもの。 

（2）漁業法の改正に伴い県方針の変更が必要になったもの。 

 

２ 変更内容 

（1）知事管理漁獲可能量の柔軟な運用 

  ア 県資源管理方針の現状の取扱について 

・  本県におけるくろまぐろの漁獲可能量の運用は，国からの追加配分や他都道府

県等からの譲受，知事管理区分間の融通，不等量交換への対応については充実し

ている（それぞれ海区委へは事後報告）。 

・  一方，他都道府県への譲渡については整理されていない。 

・  太平洋クロマグロについては，資源の回復に伴って令和 7 管理年度より小型魚

10％，大型魚 50％の増枠が行われ，本県の漁獲枠も増加した。そのため，他都道

府県へ漁獲枠を譲渡する機会も生じると考えられるため，より柔軟な漁獲可能量

の運用について整理したい。 

 

   イ 運用（案） 

・  他都道府県への譲渡については，太平洋クロマグロを漁獲する関係水産団体等

の同意を取得後に速やかに実施する（県の判断のみで恣意的に実施しない）。 

・  上記対応を行った場合，関係海区委へは事後報告とする。 

※ ただし，各管理年度設定時の諮問において，上記対応をする旨を諮問する。 

   

  ウ 同運用（案）による効果 

・ 現状の変更までに要する手続きは次のとおり。 

（ア）他都道府県への譲渡について，鹿児島，熊毛及び奄美大島海区委員会に諮問。 

（イ）答申後，知事管理漁獲可能量の変更について公表，農林水産大臣へ報告。 

→ 変更までに１ヶ月程度必要。 

・ 運用（案）を導入した場合の手続きは次のとおり。 

（ア）知事管理漁獲量可能量を変更する旨について，太平洋クロマグロを採捕する関係

水産団体等から同意を取得。 

（イ）同意取得後，知事管理漁獲可能量の変更について公表，農林水産大臣へ報告。 

（ウ）関係海区漁業調整委員会へ変更について報告。 
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  エ 変更内容 

   ・ くろまぐろ小型魚（別紙 1－３）第３，くろまぐろ大型魚（別紙１－４）第３の記

載を次のとおり変更する。 

  → また，県内知事管理区分間の融通や不等量交換，他都道府県への譲渡により知事管

理漁獲可能量が変更される場合は，予め鹿児島，熊毛及び奄美大島海区漁業調整委員

会に意見を聴いて定めた方法により，知事管理区分の配分量を変更するものとする。 

 

（2）漁業法の改正に伴う変更 

ア 記述を変更する理由 

・ くろまぐろ（大型魚）は，漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下，「法」という。）

第 11 条第２項第３号に基づく特定水産資源に指定されており，漁獲可能量（TAC）に

よる管理が行われている。 

   ・ 令和４年，漁獲量等の報告義務に違反したくろまぐろ（大型魚）が流通する事案が

発生し，再発防止や管理強化を図ることが急務となった。このため，特定水産資源の

うち，国際的な枠組み等を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認め

られるものを「特別管理特定水産資源」として定め，個体の数及び船舶等の名称等の

報告を義務付けるとともに，報告期限を陸揚げした日から３日以内にする等の法改正

が行われ（令和６年６月 26 日公布），農林水産省令においてくろまぐろ（大型魚）は

「特別管理特定水産資源」として指定された（令和７年５月 30 日公布）。 

・ 上記改正に対応するため，県資源管理方針において変更を行うもの。 

 

イ 変更内容 

・ くろまぐろ（大型魚）（別紙１－４）第２の記載を次のとおり変更する。 

→ 当該知事管理区分における管理の手法は，漁獲量の総量の管理とし，漁獲量等の報

告に係る期限は，陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和 63

年法律第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日は算入しない）とする。 

・ くろまぐろ（大型魚）（別紙１―４）第５に次のとおり追記する。 

    → 法第 26 条第２項の規定に基づく特別管理特定水産資源について，くろまぐろ（大

型魚）は法第 26 条第２項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源である。 

 

３ 今後の手続き  

～２月下旬：各海区漁業調整委員会への諮問，農林水産大臣へ変更承認申請の提出 

３月上旬 ：県公報及びホームページにて公表し，変更に係る手続き終了 
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